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第6回～第10回
雇用形態に関わらない公正な
待遇の確保のためのセミナー



基調講演



パートタイム・有期雇用労働法で
何が変わるのか
～対応に向けて

理解すべきポイント～

東京大学大学院 法学政治学研究科

准教授

神吉知郁子
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労働契約法20条からパート有期法へ

労働契約法２０条

• 有期労働契約を締結している労働者の

労働契約の内容である労働条件が，期

間の定めがあることにより同一の使用

者と期間の定めのない労働契約を締結

している労働者の労働契約の内容であ

る労働条件と相違する場合においては，

当該労働条件の相違は，労働者の業務

の内容及び当該業務に伴う責任の程度

（以下この条において「職務の内容」

という。），当該職務の内容及び配置

の変更の範囲その他の事情を考慮して，

不合理と認められるものであってはな

らない。

パート有期法８条

• 事業主は，その雇用する短時間・有期
雇用労働者の基本給，賞与その他の待
遇のそれぞれについて，当該待遇に対
応する通常の労働者の待遇との間にお
いて，当該短時間・有期雇用労働者及
び通常の労働者の業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度（以下「職務の
内容」という。），当該職務の内容及
び配置の変更の範囲その他の事情のう
ち，当該待遇の性質及び当該待遇を行
う目的に照らして適切と認められるも
のを考慮して，不合理と認められる相
違を設けてはならない。
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物的・人的対象の違い

「労働条件」→「待遇のそれぞれ」

行政通達：「待遇」＝「全ての賃金，教育訓練，福利厚生施設，休
憩，休日，休暇，安全衛生，災害補償，解雇等の全ての待遇」

「同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働
者」→「通常の労働者」

「通常の労働者」たりうる無期・フルタイム労働者であれば，すべ
て潜在的な比較対象者…複数の社員タイプがある場合，注意（均等
待遇の対象となることも）
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説明義務の強化・行政ADRの
規定の整備

• パート・有期労働者から求めがあった場合には，事業
主は通常の労働者との間の待遇差の内容，その理由に
ついて説明することが義務化

• 行政による事業主への助言・指導等，無料で利用でき
る裁判外紛争解決手続（行政ADR）の根拠規定の整備
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不合理性の判断方法の違い

労契法20条：各労働条件について，

①職務内容，②変更範囲，③その他の事情によって，不合理か
否かを判断

↓

パート有期法8条：

まず待遇の「性質」「目的」を認定し，それに照らして適切な
考慮要素を上記３要素から選択して判断する枠組

＊「不合理な待遇格差解消のための点検・検討マニュアル」

「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」

→web上のチェックツール
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不合理性判断に関する最高裁判決

長澤運輸事件（H30/6/1）

「有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の
相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては，両
者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく，当該賃金項目の趣
旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。」

「[使用者]における精勤手当は，その支給要件及び内容に照らせば，従業員
に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給さ
れるものであるということができる。そして，[使用者]の嘱託乗務員と正社
員との職務の内容が同一である以上，両者の間で，その皆勤を奨励する必
要性に相違はないというべきである。…したがって，［嘱託乗務員に精勤手
当を支給しないことは不合理］。」

↓

働き方改革関連法成立（H30/6/29）

労契法20条→パート有期法8条（施行：R2/04/01（大企業），R3/04/01）
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大阪医科薬科大学事件（賞与）・メトロコマース事件（退職金）（R2/10/13）

「[賞与（退職金）の支給に関する労働条件の相違が］不合理と認められるものに当たる場合はあり

得るものと考えられる。もっとも，その判断に当たっては，他の労働条件の相違と同様に，当該使

用者における賞与（退職金）の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事

情を考慮することにより，当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものか否かを検討

すべき」

「[本件の賞与は，]業績に連動するものではなく，算定期間における労務の対価の後払いや一律の

功労報償，将来の労働意欲の向上等の趣旨を含むものと認められる。そして，[賞与の支給基準と

なっている]正職員の基本給については，勤務成績を踏まえ勤続年数に応じて昇給するものとされて

おり，勤続年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有するものといえる上，おおむ

ね，業務の内容の何度や責任の程度が高く，人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われてい

たものである。このような正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の程度等に照らせ

ば，[当該使用者]は，正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的か

ら，正職員に対して賞与を支給することとしたものといえる。」

→①職務内容，②変更範囲につき一定の相違を認め，③その他の事情として「[使用者が行ってき

た]人員配置の見直し等に起因する事情」「試験による登用制度」を考慮すると，「賞与の性質やこ

れを支給する目的を踏まえて」，「労務の対価の後払いや一律の功労報償の趣旨が含まれること」

などをしんしゃくしても，不合理であるとまで評価することはできない
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日本郵便事件（R2/10/15）

「賃金以外の労働条件の相違についても…個々の労働条件の趣旨を個別に考慮す
べき」

「年末年始勤務手当は，…その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価
としての性質を有するものであるといえる。また，年末年始勤務手当は，正社
員が従事した業務の内容やその難易度に関わらず，所定の期間において実際に
勤務したこと自体を支給要件とするものであり，その支給金額も，実際に勤務
した時期と時間に応じて一律である。上記のような年末年始勤務手当の性質や
支給要件及び支給金額に照らせば，これを支給することとした趣旨は，郵便の
業務を担当する時給制契約社員にも妥当するものである。」

→①職務内容，②変更範囲につき相応の相違があること等を考慮しても，不合理
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施行に向けて

• 待遇の「性質」や「目的」によって考慮要素の重みづけが変わる

→説明義務を念頭に，職務内容等の違いで待遇差を説明できるか再検討

• 基本給，賞与，退職金等に関しては，正社員人材の確保定着という目的
が不合理性を否定する方向

→パート・有期を正社員と同様に働かせつつ低待遇，といった人事管理

をしていないか確認

• 正社員登用制度（実績），組織再編等に起因する事情も考慮される

→ためらわずに人事管理の適正化へ向けた取組みを
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